
費用負担（総報酬割・調整交付金等）

社会保障審議会
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１．介護保険制度における費用負担

○ 介護保険制度は、制度創設時において、介護サービスの財源を安定的に確保していくために
は、給付と負担の関係が明確で、負担について国民の理解を得やすい社会保険方式とすること
とし、介護サービスの地域性や地方分権の流れ等も踏まえ、国民に最も身近な行政単位である
市町村を介護保険制度の保険者として位置づけた。

○ 同時に、市町村を重層的に支える仕組みとして、40歳以上64歳以下の方から徴収する保険料
（医療保険者による介護納付金）に加え、半分を公費で賄うこととし、国、都道府県、市町村
の比率を２：１：１とした。

○ 高齢化の進展に伴い、介護費用の総額も制度創設時から約３倍の約10兆円に増大しており、
制度の持続可能性の確保が重要な課題となっている。なお、こうした状況も踏まえ、利用者負
担について、平成26年改正により一定以上の所得を有する者の負担割合の引上げや補足給付の
対象の見直し等を行ってきたところ。

現状・課題

費用負担のあり方
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１．介護納付金の仕組み及び現状

○ 介護保険制度においては、40歳以上になれば、介護ニーズの発生の可能性が高くなるととも
に、自らの親も介護を要する状態になる可能性が高くなることから介護保険制度により負担が
軽減される等一定の受益があるため、社会的扶養や世代間連帯の考え方に立って、40歳以上64
歳以下の方について、第２号被保険者として保険料を負担する仕組みとなっている。

○ 第２号被保険者の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が
みずからの保険に加入している第２号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。このた
め、各医療保険者は被保険者から介護保険料を医療保険料と併せて徴収している。これは、介
護保険創設時に、確実かつ効率的な徴収を確保することに加え、介護保険制度の創設により、
従来老人保健制度の給付対象であったものが介護保険制度に移行することにより老健拠出金と
して負担していた分が減少することや、介護保険制度においてリハビリや介護予防に力を入れ
ることにより医療保険制度における負担の軽減も期待できることを踏まえたもの。

○ また、財源構成における第１号保険料と第２号保険料の負担割合については、40歳から64歳
以下の者は、65歳以上に比べて自らの要介護リスクは低いものの、介護保険制度により介護負
担が軽減されることや、世代間連帯の観点、介護給付には疾病や負傷に関するものが含まれて
おり従来の老健制度で負担してきた部分も含まれること等を踏まえて、被保険者数に応じて按
分されており、平成27～29年度は第１号保険料が22％、第２号保険料が28％となっている。

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）
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○ さらに、第２号保険料が世代間扶養の意味合いを持つことも踏まえ、各医療保険者の負担に
ついては、その加入者数である第２号被保険者の人数に応じて負担する仕組みとなっている。

○ 高齢化の進展に伴い、介護給付費が増大する中で、第２号被保険者一人当たりの負担も増加
しており、平成12年度の一人当たり月額（事業主負担、公費負担分を含む）が2,075円であっ
たのに対し、平成28年度（４～９月）の一人当たり月額（概算）は、約2.6倍の5,352円となっ
ている。

○ 主として中小企業の被用者が加入する協会けんぽと健保組合・共済組合の負担能力（総報酬
額）の差は拡大しており、特に、介護保険第２号被保険者に該当する年齢層（４０～６４歳）
で特に差が大きくなっている。また、健保組合間における負担能力の差も拡大している。

○ なお、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（平成27年厚生
労働省告示第70号）において、介護保険事業（支援）計画を各自治体が策定する際には、「学識経験
者、保健医療関係者、福祉関係者、被保険者代表者、介護給付等対象サービス利用者、費用負担関
係者等の中から都道府県・市町村の判断により参加者を選定し、介護保険事業（支援）計画作成委員
会等を開催することが重要」とされているところであり、商工会議所や労働組合の代表が策定委員会
等に参加している自治体もある。

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）
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２．これまでの議論の経緯等
（１）総報酬割とは

○ 現行の第２号保険料については、各医療保険者が、第２号被保険者数に応じて負担する仕組
みとなっているため、第２号被保険者一人当たりの保険料負担額は、医療保険者を通じて同
額となる。このため、報酬額に対する保険料負担額の割合（所要保険料率）は、相対的に報
酬の高い被用者保険者では低くなり、報酬の低い被用者保険者では高くなる。

○ なお、協会けんぽについては他の被用者保険者に比べて相対的に所得水準が低く、また、被
用者保険のセーフティネットとしての役割を果たしている点に鑑み、国庫補助が行われている。

○ これに対し、被保険者間で、各保険者の総報酬額に応じて負担する仕組み（総報酬割）と
した場合には、財政力に応じた負担となり、報酬額に対する保険料負担額の割合（所要保険
料率）は、相対的に報酬の高い被用者保険者でも、報酬の低い被用者保険者でも、同一とな
る。すなわち、同じ報酬であれば同じ保険料負担となる。

（２）後期高齢者医療制度における総報酬割の導入

○ 後期高齢者支援金の負担額については、国民健康保険と被用者保険の共通の拠出ルールとし
て、加入者数（０～７４歳）を基本に算定することとされていたが、平成22年度より、被用者
保険内の負担方法を変更し、被用者保険にかかる支援金総額の３分の１（22年度については９
分の２）の額を総報酬割とすることとされた。

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）
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○ さらに、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（いわゆるプ
ログラム法）等を踏まえ、より負担能力に応じた負担とする観点から、総報酬割部分を平成27
年度に２分の１、平成28年度に３分の２に引き上げ、平成29年度から全面総報酬割を実施する
こととされた。併せて、拠出金負担の重い被用者保険者への支援を実施することとされた。

○ 総報酬割は、報酬に基づく保険料負担としている被用者保険者の間で導入され、国民健康保
険との間では、引き続き加入者割による按分となる。

（３）社会保障・税一体改革での議論

○ 社会保障・税一体改革の議論の中で、以下のとおり盛り込まれている。

○ 社会保障・税一体改革大綱（平成24年２月17日閣議決定）（抄）

○ 社会保障制度改革国民会議報告（平成25年８月６日社会保障制度改革国民会議）（抄）

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）

今後の急速な高齢化の進行に伴って増加する介護費用を公平に負担する観点から、介護納付金
の負担を医療保険者の総報酬に応じた按分方法とすること（総報酬割の導入）を検討する。また、現
役世代に負担を求める場合には、負担の公平性などの観点に立ち、一定以上の所得者の利用者負
担の在り方など給付の重点化についても検討する。

第１部 社会保障制度改革の全体像
２ 社会保障制度改革推進法の基本的な考え方
（２）社会保障の機能の充実と給付の重点化・効率化、負担の増大の抑制

（略）「自助努力を支えることにより、公的制度への依存を減らす」ことや、「負担可能な者は応分の
負担を行う」ことによって社会保障の財源を積極的に生み出し、将来の社会を支える世代の負担が
過大にならないようにすべきである。
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現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）

（３）社会保険方式の意義、税と社会保険料の役割分担
（略）社会保険制度への公費投入の理由は、一つは、無職者や低所得者も保険に加入できるよう、

保険料の負担水準を引き下げることであり、もう一つは、保険制度が分立していることによる給付と
負担の不均衡を是正することである。

まず、前者については、現行制度の下では、現在、高齢化の進行や非正規雇用の労働者の増加に
よる所得格差が増大する中で、保険料負担の逆進性を強めることとなる。したがって、逆進性緩和の
視点から低所得者の保険料軽減や標準報酬月額の最高限度額の引上げを行うなど、社会保険料の
在り方を再点検した上で、社会保障の維持と機能強化のために公費を投入することが必要となる場
合がある。

一方、後者については、制度分立は保険者の仕組み方の問題であり、基本的には保険制度の中で
の調整が求められ、原則としては公費投入に頼るべきでなく、公費投入は保険者間で調整できない
やむを得ない事情のある場合とすべきである。

３ 社会保障制度改革の方向性
（２）すべての世代を対象とし、すべての世代が相互に支え合う仕組み

（略）また、世代間の公平だけではなく、世代内の公平も重要であり、特に他の年代と比較して格差
の大きい高齢者については、一律横並びに対応するのではなく、負担能力に応じて社会保障財源に
貢献してもらうことが必要である。このような観点から、これまでの「年齢別」から「負担能力別」に負
担の在り方を切り替え、社会保障・税番号制度も活用し、資産を含め負担能力に応じて負担する仕
組みとしていくべきである。
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第２部 社会保障４分野の改革
３ 医療保険制度改革
（１）財政基盤の安定化、保険料に係る国民の負担に関する公平の確保

（略）このような低所得者対策は、低所得者が多く加入する国民健康保険に対する財政支援の拡充措
置と併せ、今般の社会保障・税一体改革に伴う消費税率引上げにより負担が増える低所得者への配慮
としても適切なものである。もっとも、税制面では、社会保障・税一体改革の一環として所得税、相続税の
見直しによる格差是正も図られている。医療保険制度における保険料の負担についても、負担能力に応
じて応分の負担を求めることを通じて保険料負担の格差是正に取り組むべきである。

国民健康保険の保険者の都道府県への移行は財政運営の安定化のみならず保険料負担の平準化に
資する取組であるが、このほか、国民健康保険において、相当の高所得の者であっても保険料の賦課限
度額しか負担しない仕組みとなっていることを改めるため、保険料の賦課限度額を引き上げるべきである。
同様の問題が被用者保険においても生じており、被用者保険においても標準報酬月額上限の引上げを
検討するべきである。

後期高齢者支援金に対する負担方法について、健康保険法等の一部改正により被用者保険者が負担
する支援金の3 分の1を各被用者保険者の総報酬に応じた負担とすること（総報酬割）を2013（平成25）
年度から2 年間延長する措置が講じられているが、支援金の3 分の2 については加入者数に応じたもの
となっており、そのために負担能力が低い被用者保険者の負担が相対的に重くなっていて、健保組合の
中でも3 倍程度の保険料率の格差がある。この支援金負担について、2015（平成27）年度からは被用者
保険者間の負担の按分方法を全面的に総報酬割とし、被用者保険者間、すなわち協会けんぽと健保組
合、さらには共済組合の保険料負担の平準化を目指すべきである。この負担に関する公平化措置により、
総数約1400 の健保組合の4 割弱の健保組合の負担が軽減され、健保組合の中での保険料率格差も相
当に縮小することにもなる。

費用負担のあり方（介護納付金）
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その際、協会けんぽの支援金負担への国庫補助が不要となるが、これによって生ずる税財源の取扱
いは、限られた財政資金をいかに効率的・効果的に用いるかという観点から、将来世代の負担の抑制
に充てるのでなければ、他の重点化・効率化策と同様に今般の社会保障・税一体改革における社会保
障の機能強化策全体の財源として有効に活用し、国民に広く還元すべきである。こうした財源面での貢
献は、国民健康保険の財政上の構造的な問題を解決することとした上での保険者の都道府県への円
滑な移行を実現するために不可欠である。

４ 介護保険制度改革
（略）第2 号被保険者の加入する医療保険者が負担する介護納付金については、現在、第2号被保険

者の人数に応じたものになっており、負担の公平化の観点から、被用者保険について、被保険者の総
報酬額に応じたものとしていくべきであるが、後期高齢者支援金の全面総報酬割の状況も踏まえつつ
検討すべきである。

○ 持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律（平成25年法律第112
号）（抄）

費用負担のあり方（介護納付金）

（介護保険制度）
第５条 （略）
１～３ （略）

４ 政府は、前条第七項第二号ロに掲げる事項に係る同項の措置（※）の検討状況等を踏まえ、被用
者保険等保険者に係る介護保険法第百五十条第一項 に規定する介護給付費・地域支援事業支援

納付金の額を当該被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた負担とすることについて検討を加
え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
※ 医療保険制度における後期高齢者支援金の全面総報酬割
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（４）前回介護保険制度改正時の議論

○ 介護保険部会においてもこれまで議論が行われており、平成25年の介護保険部会においても、

・ 社会保険制度における負担の公平性を考えれば所得に応じた負担とするのが基本である
・ 制度創設時は加入者割で始まったが、現在に至り、比較的報酬の低い協会けんぽの負担が相対的

に重くなっており、被用者保険内で負担能力に応じた負担をしていく方向に改めるほうがより適切であ
る
・ 第２号被保険者は自身の親の介護で間接的に介護保険制度の恩恵を受けていることから総報酬割
を導入すべき
・ 総報酬割の導入には賛成だが、第2 号被保険者の保険料が過度に引き上がらないようにするために
も、一定所得以上の高齢者に対する利用者負担を２ 割に引き上げることや補足給付の資産勘案と
いった対応もセットで行うべき
など、総報酬割導入に賛成する意見が多かった。一方で、

・ 世代間扶養の意味合いを持つ第２号保険料については、費用負担者の理解を得られる公平な負担

方法として、制度発足時に加入者割とされたのであり、これを総報酬割に変更することは当初の理念
を逸脱するのではないか
・ 総報酬割導入によって協会けんぽへの国庫補助約1，200 億円が削減されるが、これは国の負担を
健保組合に転嫁させているのではないか
・ 健保組合全体の介護保険料率（単純平均）と協会けんぽの介護保険料率を比較すると、近年その差
は縮小しているという実態もある

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）
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・ 健保組合は加入者の健康保持・増進のために特定健診・特定保健指導をはじめとする保健事業に

積極的に取り組んでおり、健康寿命の延伸や介護予防にもつながっているので、介護保険制度にお
いても健保組合の保険者機能は評価されるべき
・ 医療保険を含めて現役世代の負担は既に限界に来ており、総報酬割による公平性の確保を図る以
前に、制度全体の財政負担構造を見直し、現役世代の負担を相対的に減らしていくことが必要である
・ 効率化・重点化に向けた絵姿が示されないまま野放図に介護給付費・保険料負担が膨らむことを非
常に懸念しており、増加する負担をいかに抑えていくかという議論があって然るべき

など、強い反対意見があった。

３．経済財政運営と改革の基本方針2015における記載等

○ 介護納付金の総報酬割については、経済財政運営と改革の基本方針2015 等において、以下のとお
り記載されているところ。

○ 経済財政運営と改革の基本方針2015 （平成27年６月30日閣議決定）（抄）

○ 経済・財政再生アクション・プログラム（平成27年12月24日経済財政諮問会議）（抄）

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）

現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図る。このため、社会保障改革プログラム法に
基づく検討事項である介護納付金の総報酬割やその他の課題について検討を行う。

現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るための社会保障改革プログラム法におけ
る検討事項である介護納付金の総報酬割導入や（略）について、関係審議会等において検討し、
2016年末までに結論を得て、その結果に基づいて必要な措置を講ずる（法改正を要するものに係る
2017年通常国会への法案提出を含む）。 10



○ 経済・財政再生計画改革工程表（平成27年12月24日経済財政諮問会議）（抄）

○ 経済財政運営と改革の基本方針2016（平成28年６月２日閣議決定）（抄）

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）

2014・2015年度

集中改革期間
2019
年度

2016年度
2017
年度

2018
年度

－ －

負
担
能
力
に
応
じ
た
公
平
な

負
担
、
給
付
の
適
正
化

通常国会 概算要求
税制改正要望等

年末 通常国会

ＫＰＩ
（第一
階層）

ＫＰＩ
（第二
階層）

2020
年度～

＜㉕現役被用者の報酬水準に応じた保険料負担の公平を図るための検討＞
＜(ⅰ)介護納付金の総報酬割＞

社会保障改革プログラム法における検討事項である介護納
付金の総報酬割導入について、関係審議会等において検討
し、2016年末までに結論

関係審議会等における
検討の結果に基づいて
必要な措置を講ずる
（法改正を要するもの
に係る2017年通常国
会への法案提出を含
む）

社会保障分野においては、世界に冠たる国民皆保険・皆年金を維持し、これを次世代に引き渡すこ
とを目指し、「経済・財政再生計画」に掲げられた医療・介護提供体制の適正化、インセンティブ改革、
公的サービスの産業化、負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化、薬価・調剤等の診療報酬及
び医薬品等に係る改革、年金、生活保護等に係る44の改革項目について、改革工程表に沿って着
実に改革を実行していく。
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４．制度創設時からの状況の変化
（１）介護保険制度における応能負担の強化

○ 「負担能力に応じて応分の負担を求める」という考え方が、現在の社会保障制度の基本的な路線と
なっており、第１号保険料についても、応能負担の要素を踏まえて、所得段階に応じた設定をしている
とともに、これまでの改正により段階を細分化し、標準的な段階設定における基準額に対する割合の
差も大きくなっている。
【標準的な保険料段階及び負担割合】

○ 負担能力に応じた負担とするという考え方を踏まえ、平成26年改正においては、一定以上所得があ
る高齢者の利用者負担割合を２割とするとともに高額介護サービス費の上限を引き上げる改正を行っ
たところ。

（２）介護離職防止の重要性

○ 制度創設時には、介護保険制度の創設により、社会的な介護サービスが充実されることから従業員
の離退職の防止等が期待できること等も踏まえ、事業主に対して介護納付金の拠出を求めていたとこ
ろ。

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）

計画期間 創設時（第１期、第２期） 第６期

段階設定 ５段階 ９段階

割合
（最小～最大）

0.5～1.5 0.3～1.7
（１号保険料軽減措置後）

12



○ 今後労働力人口がさらに減少していくことや、介護離職者のうち８割が女性である一方で女性の管
理職比率は徐々に上昇（※）していること、指導的地位に占める女性の割合を2020年までに30％にす
ることが政府の目標（日本再興戦略2014）とされていることを踏まえれば、介護離職を防止することの
重要性は高まっている。

※ 民間の課長相当について平成12年度は約４％であるのに対し平成26年度には約9.2％。係長相当について平成
12年度は約８％であるのに対し平成26年度は約16.2％。

○ さらに、政府は、一億総活躍社会の実現に向けて、2020年代初頭までに、介護サービスが利用でき
ず、やむを得ず離職する者をなくすことを目指すこととしている。

現状・課題

費用負担のあり方（介護納付金）
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○ 高齢化に伴い第２号被保険者の保険料負担が増大していく中で、以下の点を踏まえて、各被用者保
険等保険者の負担する介護納付金について応能負担の必要性をどのように考えるか。

・ 「負担能力に応じて応分の負担を求める」という考え方が、現在の社会保障制度の基本的な路線
となっていること

・ 介護保険制度の中でもこれまで第１号保険料や利用者負担において応能負担の要素を強めてき
たこと

・ 今後労働力人口の減少が見込まれるとともに、女性の活躍が推進される中で、事業主にとっても
介護離職を防止する介護サービスの充実は必要であること。また、一億総活躍の実現に向けて介
護離職の防止が重要となっていること

・ 制度創設時に公平な仕組みとして被保険者数に応じた負担としていたこと
・ 費用負担者である第２号被保険者の納得感
・ 医療保険制度において平成27年度から順次、後期高齢者支援金の総報酬割が拡大されており、

全面総報酬割が平成29年度から導入されることとの関係

○ 仮に、介護納付金に総報酬割を導入する場合、その具体的内容や、給付の適正化など現役世代の
負担を軽減していく取組についてどのように考えるか。

論点

費用負担のあり方（介護納付金）
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１．調整交付金の仕組み及び現状

○ 現行の調整交付金は、保険者の責めによらない以下の要因による第１号保険料の水準格差を、
給付費全体の５％に相当する国庫負担金を活用して、全国ベースで平準化するために市町村に
交付されるものである。
① 第１号被保険者に占める、要介護リスクの高い後期高齢者の加入割合の違い
※ 要介護認定率は、平成27年４月現在で、前期高齢者約4.4％、後期高齢者約32.7％

② 第１号被保険者の所得段階（１～９段階）別加入割合の差

○ 今後、2025年にかけて全国的に75歳以上人口が急増（1,646万人（2015年、13％）→2,179万
人（2025年、18.1％））し、第１号被保険者に占める後期高齢者の割合も全国的に高くなると
予測されており、後期高齢者加入割合のばらつきは縮小傾向となることが見込まれる。これに
伴い、調整交付金の調整機能についても交付割合が５％付近となる保険者が多くなる。

○ なお、要介護認定率は年齢階級によって大きく異なり、85歳以上では約60％となっている。

２．地方分権等における議論

○ 地方分権等における議論の中で指摘されている。

現状・課題

費用負担のあり方（調整交付金）
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○ 平成27年の地方からの提案等に関する対応方針（平成27年12月22日閣議決定）（抄）

○ まち・ひと・しごと創生総合戦略 2015改訂版 （平成27年12月24日閣議決定） （抄）

現状・課題

費用負担のあり方（調整交付金）

６ 義務付け・枠付けの見直し等
【厚生労働省】
（19）介護保険法（平９法123）

(ⅱ) 要介護認定等を受けていない高齢者等が一般住宅等に移住した場合における介護給付費
の財政調整については、国庫負担金のうちの調整交付金（122 条）の配分効果を検証しつつ、
特に年齢が高い高齢者が多い地方公共団体によりきめ細かく配分するなど、調整交付金の在
り方について検討し、平成28 年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずると
ともに、地方公共団体に周知する。

Ⅲ．今後の施策の方向
３．政策パッケージ
（２）地方への新しいひとの流れをつくる
（ウ）地方移住の推進

③ 「生涯活躍のまち（日本版CCRC）」構想の推進
（略）

また、介護保険制度における調整交付金の在り方について検討する。高齢者が多世代と交流し
ながら活躍で きる地域づくりを進めるため、「生涯活躍のまち」構想について、必要な法制を含め
制度化などの施策展開につなげていく。
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○ 現行の年齢調整のままでは、財政調整機能が縮小することが予想されるが、年齢区分の見直
しについて、年齢階級ごとの要介護認定率や執行事務における対応を踏まえてどのように考え
るか。例えば、要介護認定率が50％を超える85歳以上の加入割合に着目し、①65～74歳、②75
～84歳、③85歳以上といった基準の区分の細分化により、調整機能を強化してはどうか。

○ その際、現行の調整交付金の交付割合からの激変緩和についてどう考えるか。

論点

費用負担のあり方（調整交付金）
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